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5.9 地球環境 

1.廃棄物等

1-1.予測 

1-1-1.工事の実施 

(1)工事の影響 

①予測項目

工事に伴う建設発生土の発生量、再利用、処分の状況及び一般廃棄物・産業廃棄物の種

類、発生量、リサイクル、処分の状況 

②予測地域

対象事業実施区域

③予測時期

対象事業の工事期間

④予測方法

対象事業の工事計画の内容、排出抑制対策等の状況及び類似事例等を勘案して計算等に

より建設発生土及び一般廃棄物・産業廃棄物の発生量を予測した。 

また、再利用、処分方法とその量を整理し、とりまとめた。 

⑤予測結果

ａ建設発生土 

工事に伴う建設発生土の発生量、再利用及び処分の状況は表 5-9-1 に示すとおりである。 

建設発生土の発生量は 1,350,000ｍ3 であり、そのうち 811,000ｍ3 を場内の埋戻等に利用

するため、最終処分量は 539,000ｍ3 となる。 

表 5-9-1 建設発生土量等（工事の実施時） 

単位：ｍ3 

発生土量 埋戻等場内利用土量 最終処分量 処理方法 

1,350,000 811,000 539,000 埋立処分 
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ｂ一般廃棄物・産業廃棄物 

工事に伴う一般廃棄物・産業廃棄物の種類、発生量、リサイクル及び処分の状況は表

5-9-2 に示すとおりである。 

 

表 5-9-2 発生一般廃棄物・産業廃棄物量等（工事の実施時） 

種類 発生量 排出量 再資源化量 焼却処分量 最終処分量 

コンクリート 2,000 t 2,000 t 1,950 t 0 t 50 t 

アスファルト 1,870 t 1,870 t 1,870 t 0 t (1,870 t) 

木くず（木材、樹木） 1,490 t 1,490 t 1,490 t 0 t (1,490 t) 

紙くず 150 t 150 t 80 t 0 t 70 t 

繊維くず 17 t 17 t 0 t 0 t 17 t 

金属くず 600 t 600 t 600 t 0 t 0 t 

ガラス・陶磁器くず 210 t 210 t 210 t 0 t (210 t) 

廃プラスチック類 400 t 400 t 0 t 0 t 400 t 

建設汚泥 13,040ｍ3 13,040ｍ3 13,040ｍ3 0 t (13,040ｍ3) 

混合（安定型） 1,000 t 1,000 t 0 t 0 t 1,000 t 

混合（管理型） 1,090 t 1,090 t 1,090 t 0 t (1,090 t) 

その他がれき類 360 t 360 t 360 t 0 t (360 t) 

廃油 40 t 40 t 40 t 0 t (40 t) 

廃酸、廃アルカリ 70 t 70 t 70 t 0 t (70 t) 

石膏ボード 240 t 240 t 240 t 0 t (240 t) 

注）最終処分量のうち（）で示した量は、再資源化が困難であった場合での最大量を示す。 
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1-1-2.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の供用 

①予測項目 

機械等の稼働に伴う一般廃棄物・産業廃棄物の種類、発生量、再資源化及び処分の状況 

②予測地域 

対象事業実施区域 

③予測時期 

供用開始後の事業活動が定常状態に達した時期 

④予測方法 

対象事業の計画の内容、排出抑制対策等の状況及び類似事例等を勘案して、計算等によ

り一般廃棄物・産業廃棄物の発生量を予測した。 

また、リサイクル及び処分方法とその量を整理し、とりまとめた。 

⑤予測結果 

ａ一般廃棄物・産業廃棄物 

土地又は構造物等の存在及び供用時における一般廃棄物・産業廃棄物の種類、発生量、

再資源化及び処分の状況は、表 5-9-3 に示すとおりである。 

 

表 5-9-3 発生一般廃棄物・産業廃棄物量等（土地又は構造物等の存在及び供用時） 

一般廃棄物・産業廃棄物の

種類 
発生量 排出量 再資源化量 焼却処分量 最終処分量 

一
般
廃
棄
物
注 

飛灰処理物（t/年） 9,500 9,500 0 0 9,500 

処理不適物（t/年） 4,265 4,265 4,265 0 (4,265) 

不燃残渣（t/年） 3,832 3,832 3,832 0 (3,832) 

産
業
廃
棄
物 

汚泥（t/年） 230 230 0 230 0 

注）1：一般廃棄物の発生量等は、基準ごみ処理時の値とした。 

2：最終処分量のうち（）で示した量は、再資源化が困難であった場合での最大量を示す。 
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1-2.評価 

1-2-1.工事の実施 

(1)工事の影響 

①評価の手法 

工事に伴い発生する建設発生土及び一般廃棄物・産業廃棄物の影響が、事業者により実

行可能な範囲内で、回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になされているかどうかを明らかにする。 

環境保全目標は、「建設発生土及び一般廃棄物・産業廃棄物の排出量を出来る限り抑制

すること」とした。 

②環境保全措置 

建設発生土及び一般廃棄物・産業廃棄物による影響を低減させるため、以下の環境保全

措置を講じる。 

・工事に伴い発生する建設発生土の一部は場内の埋戻等に用い、最終処分量の削減に努

める。 

・場外処分となる建設発生土については、可能な限り業者へ委託して再資源化する。 

・工事に伴い発生したアスファルトや伐採樹木等については、可能な限り業者に委託し

て再資源化する。 

③評価の結果 

工事の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、建設発生土及び一般廃棄物・

産業廃棄物の排出量は抑制される。 

また、建設発生土及び一般廃棄物・産業廃棄物は業者に委託して再資源化することによ

り、環境保全目標を達成できると評価される。 

 

1-2-2.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の供用 

①評価の手法 

機械等の稼働に伴い発生する一般廃棄物・産業廃棄物の影響が、事業者により実行可能

な範囲内で、回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかを明らかにする。 

環境保全目標は、「一般廃棄物・産業廃棄物の排出量を出来る限り抑制すること」とし

た。 

②環境保全措置 

一般廃棄物・産業廃棄物による影響を低減させるため、以下の環境保全措置を講じる。 

・焼却灰等の処理は外部の資源化施設にてセメント原料化等へ再利用することで、マテ

リアルリサイクルの推進と最終処分量の削減との両立を目指す。 
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・施設の維持管理や管理事務に伴い発生する一般廃棄物・産業廃棄物は、極力発生量の

抑制に努めるとともに、適正に処理・処分する。 

・焼却残さ（焼却灰・飛灰等）の搬出は、飛散防止のために覆い等を設けた適切な運搬

車両を用いる。 

・施設の能力を十分発揮できるよう、適切な維持管理に努める。 

③評価の結果 

事業の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、一般廃棄物・産業廃棄物の排

出量は抑制される。 

また、施設の維持管理や管理事務に伴い発生する一般廃棄物・産業廃棄物のうち、飛灰

等は可能な限り外部の資源化施設にて再利用することで極力発生量の抑制に努め、他の一

般廃棄物・産業廃棄物についても適正に処理・処分する計画により、環境保全目標を達成

できると評価される。 
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2.温室効果ガス 

2-1.予測 

2-1-1.工事の実施 

(1)建設機械の稼働、工事用車両の走行及び工事の影響 

①予測項目 

ａ建設機械の稼働に伴う温室効果ガス（二酸化炭素（以下 CO2））発生量 

ｂ工事用車両の走行に伴う温室効果ガス（CO2）発生量 

ｃ工事に伴い伐採される樹木の温室効果ガス（CO2）吸収量 

 

②予測地域及び予測地点 

対象事業実施区域及びその周辺 

 

③予測時期 

対象事業の工事期間 

 

④予測方法 

対象事業の工事計画の内容、排出抑制対策等の状況及び類似事例等を勘案して計算等に

より温室効果ガスの排出量を予測した。 

 

⑤予測結果 

ａ建設機械の稼働に伴う温室効果ガス（CO2）発生量 

建設機械の稼働に伴う CO2 排出量は表 5-9-4 に示すとおりであり、造成工事及びプラン

ト工事の総計で 9,862tCO2 である。 

 

表 5-9-4 建設機械の稼働に伴う温室効果ガス（CO2）排出量 

工種 発生要因 燃料 
排出係数 

（tCO2/kL） 

CO2 排出量（tCO2/年） 合計排出量 

（tCO2） １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

造成工事 燃料の使用 軽油 2.58 443 1,552 2,632 98 4,725 

プラント工事 燃料の使用 軽油 2.58 1,175 2,138 1,824 - 5,137 
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ｂ工事用車両の走行に伴う温室効果ガス（CO2）発生量 

工事用車両の走行に伴う CO2 排出量は表 5-9-5 に示すとおりであり、造成工事及びプラ

ント工事の総計で 41,467tCO2 である。 

表 5-9-5 工事用車両の走行に伴う温室効果ガス（CO2）排出量 

工種 車種 燃料 
排出係数 

（tCO2/kL） 

CO2 排出量（tCO2/年） 合計排出量 

（tCO2） １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

造成工事 
小型車 ガソリン 2.32 51 65 87 14 217 

大型車 軽油 2.58 308 363 247 104 1,022 

プラント工事 
小型車 ガソリン 2.32 529 2,495 2,822 - 5,846 

大型車 軽油 2.58 8,769 13,277 12,336 - 34,382 

計 - - - - - - - 41,467 

ｃ工事に伴い伐採される樹木の温室効果ガス（CO2）吸収量 

工事に伴い伐採される樹木の CO2 吸収量は表 5-9-6 に示すとおりであり、総計で 734tCO2

である。 

表 5-9-6 工事に伴い伐採される樹木の温室効果ガス（CO2）吸収量 

樹種 
幹材積注 1 

（ｍ3） 
拡大係数注 2 

地上部・ 

地下比注 2 

容積密度注 2 

（t/ｍ3） 
炭素含有率 

CO2 吸収量 

（tCO2） 

その他針葉樹 632 注 3 1.40 0.40 0.423 0.5 262 

その他広葉樹 858 注 3 1.40 0.26 0.624 0.5 472 

注）1：土工事の実施の際に発生する廃棄物のうち、木くず（木材，樹木）の発生量を幹材積とした。 

2：各係数等は、対象事業実施区域内の林齢が 20 年生以下として設定した。 

3：樹種別の幹材積については、植生調査結果より対象事業実施区域における面積割合から算出

した。 

参考）林野庁ホームページ（平成 28 年９月） 
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2-1-2.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の供用、施設関連車両の走行 

①予測項目 

ａ排出ガスの排出、機械等の稼働に伴う温室効果ガス（CO2、メタン（以下 CH4）、一酸

化二窒素（以下 N2O））発生量 

ｂ施設関連車両の走行に伴う温室効果ガス（CO2）発生量 

 

②予測地域及び予測地点 

対象事業実施区域及びその周辺 

 

③予測時期 

供用開始後の事業活動が定常状態に達した時期 

 

④予測方法 

対象事業の計画の内容、排出抑制対策等の状況、その他類似の事例等を勘案して計算等

により温室効果ガスの排出量を予測する。 

 

⑤予測結果 

ａ排出ガスの排出、機械等の稼働に伴う温室効果ガス（CO2、CH4、N2O）発生量 

排出ガスの排出、機械等の稼働に伴う温室効果ガス排出量は表 5-9-7 に示すとおりであ

る。 

 

表 5-9-7 排出ガスの排出、機械等の稼働に伴う温室効果ガス（CO2、CH4、N2O）排出量 

区分 

発生要因 
CO2 CH4 N2O 

連続燃焼式焼却施設 ― 
0.1016 

（2 

tCH4/年 

tCO2/年） 

6.0638 

（1,880 

tN2O/年 

tCO2/年） 

燃料の使用 30,161 tCO2/年 ― ― 

廃棄物の焼却 70,665 tCO2/年 ― ― 

電気の消費量 13,472 tCO2/年 ― ― 

電気の発電量 -25,003 tCO2/年 ― ― 

合計排出量 

（CO2 換算排出量）  
91,177 tCO2/年 

注）CH4 の CO2 への換算は係数 21 を乗じ、N2O の CO2 への換算は係数 310 を乗じて求めた。 
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ｂ施設関連車両の走行に伴う温室効果ガス（CO2）発生量 

施設関連車両の走行に伴う CO2排出量は表 5-9-8 に示すとおりであり、総計で 32,415tCO2

である。 

表 5-9-8 施設関連車両の走行に伴う温室効果ガス（CO2）排出量 

車種 燃料 
排出係数 
（tCO2/kL） 

CO2 排出量（tCO2/年） 
合計排出量 
（tCO2/年） 

小型車 ガソリン 2.32 5,358 
32,415 

大型車 軽油 2.58 27,057 
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2-2.評価 

2-2-1.工事の実施 

(1)建設機械の稼働、工事用車両の走行及び工事の影響 

①評価の手法

建設機械の稼働、工事用車両の走行及び工事の影響に伴い発生する温室効果ガス（CO2）

の影響が、事業者により実行可能な範囲内で、回避又は低減されており、必要に応じその

他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを明らかにする。 

環境保全目標は、「温室効果ガスの排出量が可能な限り抑制されていること」とした。 

②環境保全措置

温室効果ガスの影響を低減させるため、以下の環境保全措置を講じる。

・不要な照明の消灯、冷暖房温度の適正な設定等を積極的に行い、場内の消費電力を低

減する。 

・建設機械及び工事用車両については、低燃費・低環境負荷のものを採用する。 

・建設機械及び工事用車両は、始業点検を励行し不良な機械等の使用禁止や適切な運行

管理を遵守する。 

・建設機械及び工事用車両は、適時アイドリングストップを励行する。 

・工事用車両の過積載防止の指導を徹底する。 

・工事用車両等の走行に当たっては、制限速度の遵守、安全運転の遵守、急発進、急加

速及び急ブレーキの自粛等の推進を徹底する。 

・植栽を施すなどの緑化により、CO2 の吸収量の増加に努める。 

・第２次浜松市環境基本計画における環境配慮指針に配慮する。 

③評価の結果

工事の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、温室効果ガス（CO2）の排出量

は抑制される。工事の実施により年間合計 52,063 tCO2/年の温室効果ガス（CO2）の発生が

予測されるが、建設機械及び工事用車両の適切な運行管理を遵守することにより、環境保

全目標を達成できると評価される。 

2-2-2.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の供用 

①評価の手法

排出ガスの排出、機械等の稼働及び施設関連車両の走行に伴い発生する温室効果ガス

（CO2、CH4、N2O）の影響が、事業者により実行可能な範囲内で、回避又は低減されており、

その他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを明らかに

する。 
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環境保全目標は、「温室効果ガスの排出量が可能な限り抑制されていること」とした。 

なお、浜松市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）によれば、浜松市役所の事務事業

に伴う温室効果ガス総排出量について、基準年度（平成 25 年度）比で 12％（23,341t）以

上削減することを目標としている。また、排出原因のうち、施設の運用に伴うエネルギー

使用は 8.6％（8,759t）、廃プラスチック・合繊繊維の焼却については 16.7％（13,167t）

以上削減することを目標としている。 

②環境保全措置

温室効果ガスの影響を低減させるため、以下の環境保全措置を講じる。

・３Ｒの推進とともに、資源化率の向上を図る。

・使用電力の抑制と発電効率の維持または向上に努めることにより、場内へ供給する電

力量または売電量の維持・増加を図る。 

・必要に応じ手動介入も含め、効率的な燃焼管理を実施することにより、エネルギー使

用量の抑制を図る。 

・不要な照明の消灯、冷暖房温度の適正な設定等を積極的に行い、場内の消費電力を低

減する。 

・施設関連車両等は、始業点検を励行し適正な運行管理を遵守する。 

・施設関連車両等は、天然ガス車等の低公害車の導入を促し、環境負荷の低減に努める。 

・施設関連車両等の走行に当たっては、制限速度の遵守、安全運転の遵守、急発進、急

加速及び急ブレーキの自粛等の推進を徹底し、アイドリングストップを励行する。 

・太陽光パネルの設置等、クリーンエネルギーの利用を検討する。 

・施設設備の運用管理においては、各設備の管理基準を遵守する。 

・使用する照明等については、浜松市特定調達物品等の調達方針（グリーン購入ガイド

ライン）に基づいたものを使用し、省エネ商品の使用やグリーン製品の利用に努める。 

③評価の結果

事業の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、温室効果ガス（CO2）の排出量

は抑制される。排出ガスの排出、機械等の稼働では、年間 91,177 tCO2、施設関連車両の

走行では年間 32,415 tCO2 の温室効果ガス（CO2）の発生が予測されるが、施設の供用にあ

たり、ごみ排出量の削減化及び資源化率の向上、使用電力の抑制、発電効率の維持及び施

設関連車両の適切な運行管理を遵守することにより、環境保全目標を達成できると評価さ

れる。 



5-10-1 

5.10 日影及び光害 

1.日照阻害

1-1.既存資料調査 

(1)調査項目 

地形の状況及び土地利用の状況 

(2)調査地域 

対象事業実施区域及びその周辺 

(3)調査方法 

住宅地図及び航空写真により確認した。 

(4)調査結果 

対象事業実施区域の周辺の集落は、紙板、小堀谷及び長石の３つの集落である。各集落

の土地利用の状況をみると、対象事業実施区域の南西約 0.1 ㎞の紙板は３世帯の集落が立

地しており、いずれも南西に向いた急斜面に耕作地及び宅地が立地している。対象事業実

施区域の東南東約 0.3 ㎞の小堀谷は、やや開けた丘陵地に８世帯の集落が立地している。

対象事業実施区域の南東約 1.0 ㎞の長石は、長石川に沿ったやや平坦な土地に十数世帯の

集落が立地している。いずれの集落とも、日当たりの良好な場所に宅地及び耕作地が立地

している。 
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1-2.現地調査 

(1)調査項目 

日陰を生じさせている地形及び構造等の位置、規模、構造等の状況並びに日陰の状況 

(2)調査地域 

対象事業実施区域及びその周辺 

(3)調査期間 

冬至日に実施した。調査実施期間は、表 5-10-1 に示すとおりである。 

 

表 5-10-1 調査実施期間 

調査項目 実施期間 

日照阻害 平成 27 年 12 月 22 日(火) 

 

(4)調査方法 

現地踏査 

(5)調査結果 

調査結果によると、対象事業実施区域及びその周辺には、大規模な建築物や工作物は存

在しておらず、既存の建築物等による日照阻害は発生していない。集落等の立地状況をみ

ると、対象事業実施区域に最も近い紙板の集落がやや谷地に立地しているが、民家は南及

び西側を向いた斜面に立地し日照を受ける地形的な利点を生かしており、地形的な日照の

阻害は少なくなる位置に立地している。地形による日照阻害は、特に発生していない。 
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1-3.予測 

1-3-1.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の存在 

①予測項目

予測事項は、表 5-10-2 に示すとおりである。

表 5-10-2 予測事項（施設の存在） 

予測の対象となる要因 予測項目 

施設の存在 
日影の生じる範囲 

（時刻別日影図、等時間日影図） 

注）1：時刻別日影図：毎正時の計画施設が日影を及ぼす範囲を平面図に書き込んだもの。 

2：等時間日影図：計画施設が一定の時間以上日影を及ぼす範囲の境界線を平面図に

書き込んだもの。 

②予測地域及び予測地点

対象事業実施区域及びその周辺とした。

③予測時期

予測時期は、計画施設の設置が完了する時期の冬至日とした。

④予測方法

ａ予測式 

日照阻害の予測は、各時刻の建物の影の到達位置を、太陽高度と太陽方位から得られる

理論式を用いて計算する方法により行った。なお、平均地盤面は対象事業実施区域の標高

とし、影の到達位置（予測高さ）については、平均地盤面＋1.5ｍとした。 

基本となる計算式は以下のとおりである。また、太陽高度角、方位角、建物高さの関係

は、図 5-10-1 に示すとおりである。 

太陽の位置は、高度ｈと方位角Ａを用いて次式より求めた。（図 5-10-1 参照） 

太陽高度：sinｈ＝sinφ・sinδ＋cosφ・cosδ・cosｔ 

方 位 角：sinＡ＝cosδ・sinｔ／cosｈ 

ｈ：太陽高度（度） 

Ａ：方位角（度） 

φ：対象事業実施区域の緯度（度） 

δ：冬至日における太陽の赤緯（度：-23 度 26 分） 

ｔ：時角（度） 

建物等からの日影長は、次式より求めた。 

Ｚ＝Ｈ・cotｈ 

Ｚ：日影長（ｍ） 

Ｈ：建物と計算面の高低差（ｍ） 

ｈ：太陽高度（度） 
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図 5-10-1 太陽高度角、方位角 

ｂ予測条件 

予測に用いた条件は、表 5-10-3、図 5-10-2 及び図 5-10-3 に示すとおりである。 

表 5-10-3 予測条件 

項目 予測条件 

緯度 北緯 34 度 52 分 36 秒 

経度 東経 137 度 46 分 22 秒 

予測水平面高さ 平均地盤面上 1.5ｍ 

予測時間帯 真太陽時の８時から 16 時（冬至日） 

注）1：緯度、経度：煙突の位置 

2：真太陽時：太陽が真南に位置した瞬間を正午とした時刻 
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図 5-10-2 計画施設の配置 
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区分 新清掃工場 新破砕処理センター 

平面図 

 

立面図 

（南東側） 

 

立面図 

（南西側） 

 

図 5-10-3 計画施設の形状 
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⑤予測結果 

冬至日における時刻別日影図は図 5-10-4 に、等時間日影図は図 5-10-5 に示すとおりで

ある。 

「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号）及び「静岡県建築基準条例」（昭和 48 年静岡

県条例第 17 号）に基づく日影規制の対象である８時から 16 時の間では、計画施設により

対象事業実施区域の北西側から北東側にかけて日影が発生する。このうち、煙突による日

影は８時において対象事業実施区域敷地境界から最大約 300ｍ程度の地点に到達するが、

日影が生じる時間は合計２時間程度である。 

等時間日影の範囲は、２時間線、３時間線ともに対象事業実施区域内に収まると予測さ

れる。 
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図 5-10-4 日影予測結果（冬至日における時刻別日影図） 
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図 5-10-5 日影予測結果（冬至日における等時間日影図） 
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1-4.評価 

1-4-1.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の存在 

①評価の手法 

土地又は構造物等の存在及び供用に伴い発生する日陰の影響が、事業者により実行可能

な範囲内で、回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかを明らかにする。 

環境保全目標は、「周辺地域の日照阻害が著しく阻害されるおそれがないこと」とした。 

対象事業実施区域及び周辺は「都市計画区域外」に位置しており、「建築基準法」（昭

和 25 年法律第 201 号）第 56 条の２に係る別表第４「静岡県建築基準条例」（昭和 48 年静

岡県条例第 17 号）に示す日影の規制は受けないが、「用途地域の指定のない区域」におけ

る日影の制限と比較した。 

「用途地域の指定のない区域」における日影の規制時間は、表 5-10-4 に示すとおりで

あり、計画施設は高さが 10ｍを超えることから、敷地境界線からの水平距離が 10ｍ以内の

範囲は、日影時間が３時間を超えないこと、また 10ｍを超える範囲においては２時間を超

えないことが定められている。 

 

表 5-10-4 建築基準法における日影の規制時間 

地域又は区域 
制限を受ける 

建築物 

平面 
地盤面 
からの 
高さ 

敷地境界線からの
水平距離が10ｍ以
内の範囲における
日影時間 

敷地境界線からの
水平距離が10ｍを
超える範囲におけ
る日影時間 

第一種低層
住居専用地
域又は第二
種低層住居
専用地域 

容積率5/10、6/10
又は8/10以下 

軒の高さが７ｍ
を超える建築物
又は地階を除く
階数が３以上の
建築物 

1.5ｍ 

３時間 ２時間 

容 積 率 10/10 、
15/10 又 は 20/10
以下 

４時間 2.5時間 

第一種中高
層住居専用
地域又は第
二種中高層
住居専用地
域 

容積率10/10、又
は15/10以下 

高さが10ｍを超
える建築物 

４ｍ 

３時間 ２時間 

容積率 20/10、又
は 30/10 以下 

４時間 2.5時間 

容積率 40/10、又
は 50/10 以下 

５時間 ３時間 

第一種住居
地域、第二
種住居地域
又は準住居
地域 

容 積 率 10/10、
15/10 又は 20/10
以下 

高さが10ｍを超
える建築物 

４ｍ 

４時間 2.5時間 

容 積 率 30/10、
40/10 又は 50/10
以下 

５時間 ３時間 

近隣商業地
域又は準工
業地域 

容 積 率 10/10、
15/10 又は 20/10
以下 

高さが10ｍを超
える建築物 ４ｍ ５時間 ３時間 

用途地域の
指定のない
区域 

容積率 5/10 
及び 8/10 以下 

軒の高さが７ｍ
を超える建築物
又は地階を除く
階数が３以上の
建築物 

1.5ｍ ３時間 ２時間 

容積率10/10 
及び20/10以下 

高さが10ｍを超
える建築物 

４ｍ ４時間 2.5時間 
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②環境保全措置 

日照阻害の影響を低減させるため、以下の環境保全措置を講じる。 

・施設の実施設計においては、計画施設により発生する等時間日影(３時間及び２時間）

が敷地境界を越えない範囲に施設を配置する。 

・煙突など比較的高い構造物は、できる限り敷地内の南側に配置し、敷地外への日照阻

害を可能な限り軽減する。 

 

③評価の結果 

ａ環境への影響 

等時間日影の範囲は、２時間線、３時間線ともに対象事業実施区域内に収まると予測さ

れる。 

ｂ環境への負荷の回避又は低減に係る評価 

事業の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、施設の存在に伴う日影の影響

は低減される。 

ｃ環境保全に係る基準又は目標との整合性の検討 

計画施設の存在により、北側の敷地境界に２時間以上の等時間日影がかからないと予測

される。 

以上より、施設の存在により周辺地域の日照阻害が著しく阻害されるおそれがないと予

測されることから、環境保全目標が達成される。 
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2.光害 

2-1.既存資料調査 

(1)調査項目 

地形の状況及び土地利用の状況 

 

(2)調査地域 

対象事業実施区域及びその周辺 

 

(3)調査方法 

地形の状況については「地形分類図（天竜）」（昭和 61 年、静岡県）及び「地形分類図

（三河大野、豊橋、田口）」（昭和 62 年、静岡県）を、土地利用の状況については、「国土

数値情報 土地利用細分メッシュデータ」（平成 26 年、国土交通省）を用いて調査を行った。 

 

(4)調査結果 

地形の状況については、対象事業実施区域及びその周辺は山地となっている（2.3 地域

の社会的状況に係る項目 3.集落の状況参照）。 

対象事業実施区域及びその周辺の土地利用状況は、図 5-10-6 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺の土地利用は、森林が主であり、光源となる施設は少な

い。光源として考えられる施設等は、最寄りの集落である紙板の集落及び小堀谷の集落か

らの明かりや道路の街灯である。 
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図 5-10-6 対象事業実施区域及びその周辺の土地利用状況 
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2-2.現地調査 

(1)調査項目 

①夜間の照度 

②夜間の明るさ 

 

(2)調査地域 

対象事業実施区域及びその周辺 

 

(3)調査地点 

対象事業の実施により影響を受けると想定される対象事業実施区域内１地点及び周辺

集落内２地点の計３地点とした。 

調査地点及び調査項目は、表 5-10-5 に示すとおりである。また、調査地点は、図 5-10-7

に示すとおりである。 

 

表 5-10-5 調査地点及び調査項目 

調査地点 地区名 調査項目 

№１ 対象事業実施区域 

・夜間の照度 

・夜間の明るさ 
№２ 紙 板 

№３ 小堀谷 

 

(4)調査期間 

四季（秋季、冬季、春季、夏季）における晴天日の満月及び新月又はその前後の夜間と

した。調査実施期間は、表 5-10-6 に示すとおりである。 

 

表 5-10-6 調査実施期間 

調査項目 調査時期 実施期間 

光害 

秋季 
満月：平成27年９月28日(月) 

新月：平成27年10月13日(火) 

冬季 
満月：平成28年２月24日(水) 

新月：平成28年１月８日(金) 

春季 
満月：平成28年５月19日(木) 

新月：平成28年６月６日(月) 

夏季 
満月：平成28年８月４日(木) 

新月：平成28年８月20日(土) 
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図 5-10-7 調査地点位置図 

注）№１（対象事業実施区域）の夜間の明るさについては、 

   林地や谷間地形で遮蔽されていない箇所を照度の地点とは別に設定した。 
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(5)調査方法 

①夜間の照度 

図 5-10-7 に示す各調査地点において、デジタル照度計を用いて照度を測定した。 

 

②夜間の明るさ 

夜空の明るさ調査は、「全国星空継続観察 実施の手引き」（環境省）をもとに、以下の

調査を実施した。 

 

ａ肉眼による天の川の調査 

各調査地点において、対象事業実施区域及びその周辺における夜空の明るさを把握する

ため、表 5-10-7 に示す星座の位置を肉眼により観察し、天の川及び各３星座の見え方を記

録した。 

 

表 5-10-7 天の川観察において記録対象とする箇所 

調査時期 記録対象とする箇所 

春季、夏季、秋季 

１.白鳥座付近 

２.たて座付近 

３.いて座付近 

冬季 

１.ペルセウス座付近 

２.ふたご座付近 

３.いっかくじゅう座付近 

 

ｂ双眼鏡による観察 

対象とする星を表 5-10-8 に示す。双眼鏡を使用して、春季、夏季及び秋季では対象と

する星からなる三角形の中の星を、冬季ではすばるのラケットの中の星を観察し、何等級

の星まで見えたかを記録した。 
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表 5-10-8 対象とする星 

春季・夏季・秋季 冬季 

 

 

注）図は星空観察ノート（環境省）から作成 

 

(6)調査結果 

①夜間の照度 

各調査地点における夜間の照度を表 5-10-9 に示す。 

満月時は 0.02～0.48 lx、新月時は 0.01 未満～0.04 lx の明るさであった。 

№１の主な光源は浜松市街の明かりであり、№２及び№３の主な光源は街灯であった。 

 

表 5-10-9 夜間の照度 

単位：lx 

調査時期 調査地点 満月時 新月時 

春季 

№１ 0.03  < 0.01  

№２ 0.08  0.01  

№３ 0.10  0.01  

夏季 

№１ 0.10  0.01  

№２ 0.04  0.01  

№３ 0.07  0.04  

秋季 

№１ 0.02  0.01  

№２ 0.04  0.01  

№３ 0.10  0.01  

冬季 

№１ 0.07  0.02  

№２ 0.10  0.01  

№３ 0.48  0.03  
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②夜間の明るさ 

ａ肉眼による天の川の調査 

各調査地点における肉眼による天の川及び星座の見え方を表 5-10-10 に示す。 

天の川はどの時期でも確認できなかった。 

 

表 5-10-10(1) 肉眼による天の川及び星座の見え方（春季～秋季） 

季節 月齢  調査地点  
白鳥座 たて座 いて座 

天の川 星座 天の川 星座 天の川 星座 

春季 

満月 

№1 × × × × × × 

№2 × × × × × × 

№3 × × × × × × 

新月 

№1 × × × × × × 

№2 × × × × × × 

№3 × × × × × × 

夏季 

満月 

№1 × ● × × × × 

№2 × ● × ● × ● 

№3 × ● × ● × ● 

新月 

№1 × ● × × × ● 

№2 × ● × × × × 

№3 × ● × ● × ● 

秋季 

満月 

№1 × ● × × × × 

№2 × ● × × × × 

№3 × ● × × × × 

新月 

№1 × ● × ● × × 

№2 × ● × × × × 

№3 × ● × × × × 

注）天の川及び星座の見え方は以下のように示した。 
●：確認できた。 
×：確認できなかった。 

 

表 5-10-10(2) 肉眼による天の川及び星座の見え方（冬季） 

季節  月齢  調査地点  
ペルセウス座  ふたご座  いっかくじゅう座 

天の川  星座  天の川  星座  天の川  星座  

冬季  

満月  
№１ × ●  × ●  × × 
№２ × ●  × ●  × × 
№３ × ●  × ●  × × 

新月  
№１ × ●  × ●  × × 
№２ × ●  × ●  × × 
№３ × ●  × ●  × × 

注）天の川及び星座の見え方は以下のように示した。 
●：確認できた。 
×：確認できなかった。 

 

ｂ双眼鏡による観察 

各調査地点の双眼鏡による観察結果を表 5-10-11、各調査地点において確認できた星の

最小等級を表 5-10-12 に示す。 

満月時では 4.7～8.8 等級、新月時では 6.8～8.8 等級まで確認できた。 
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表 5-10-11(1) 双眼鏡による観察結果（春季～秋季） 

季

節 

月

齢 

調査地点 

№１ №２ №３ 

春

季 

満

月 

   

新

月 

   

夏

季 

満

月 

   

新

月 

   

秋

季 

満

月 

   

新

月 

   

注）1：黒く塗り潰した丸が、確認された星を示す。 

2：図中の数値は、星の等級の 10 倍値を示す。  
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表 5-10-11(2) 各調査地点の双眼鏡による観察結果（冬季） 

季

節 

月

齢 

調査地点 

№１ №２ №３ 

冬

季 

満

月 

   

新

月 

   

注）1：黒く塗り潰した丸が、確認された星を示す。 

2：図中の数値は、星の等級の 10 倍値を示す。 

 

 

表 5-10-12 確認できた星の最小等級 

季節 月齢 
調査地点 

№１ №２ №３ 

春季 
満月 4.7 4.7 4.7 

新月 8.4 8.5 6.8 

夏季 
満月 8.8 8.4 8.4 

新月 8.5 8.5 8.5 

秋季 
満月 6.8 6.8 6.8 

新月 8.8 8.4 8.8 

冬季 
満月 8.0 8.0 7.9 

新月 8.0 8.0 8.0 

 

  



5-10-21 

2-3.予測 

2-3-1.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の存在 

①予測項目 

施設の稼働に伴う計画施設からの照明による漏洩の程度と周囲の明るさの程度 

 

②予測地域及び予測地点 

対象事業実施区域周辺 

 

③予測時期 

供用開始後の事業活動が定常状態に達した時期 

 

④予測方法 

既存資料の整理・解析又は類似事例の調査及び計画施設の環境保全対策に基づいて定性

的に予測する方法 

 

⑤予測結果 

事業に係る照明による漏洩によって動植物の生息・生育に影響を及ぼす恐れがあるため、

可能な限り漏洩を防止する必要がある。 

そのため、夜間照明として、出来る限り紫外線域の波長の少ない低圧ナトリウム灯や発

光ダイオード（LED）を含む光源を使用するなど、点灯時間の十分な検討をすることにより

影響の低減を図ることとする。 

これにより、照明による漏洩が防止されることから、光害の影響はほとんど無いと考え

られる。 
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2-4.評価 

2-4-1.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の存在 

①評価の手法

評価の手法は、光害に関する影響が事業者の実行可能な範囲で、回避又は低減されてい

るものであるか否かについて計画することにより行った。 

環境保全目標は、「光害の影響をできる限り低減する」ものとした。 

②環境保全措置

光害の影響を低減させるため、以下の環境保全措置を講じる。

・照明は計画施設から周辺へ光を発しないようにする。

・夜間照明として、紫外線域の波長の少ない低圧ナトリウム灯や LED を含む光源を使用

するなど、水銀灯の使用は最小限に止め、点灯時間の制限を検討する。 

③評価の結果

事業の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、施設の存在に伴う光害の影響

は低減される。 

以上より、事業実施区域内では計画施設から漏洩する光の影響を低減できると予測され

ることから、環境保全目標を達成できると評価される。 
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5.11 電波障害 

1.既存資料調査

(1)調査項目 

①テレビ電波の送信状況に係る諸元

②住宅等の分布状況

(2)調査地域 

対象事業実施区域及びその周辺 

(3)調査方法 

現地踏査による目視確認によった。 

(4)調査結果 

①テレビ電波の送信状況に係る諸元

対象事業実施区域及びその周辺のテレビ電波送信状況を表 5-11-1 に示す。

表 5-11-1 テレビ電波送信状況（地上波） 

送信所 局名 
受信 

チャンネル 
送信場所 

発信高さ 

（海抜高ｍ） 
出力 

浜松局 

ＮＨＫ教育 13 

浜松市中区下池川町牛山 152.4 １kW 

ＮＨＫ総合 20 

静岡放送 21 

テレビ静岡 22 

静岡朝日テレビ 23 

静岡第一テレビ 25 

②住宅等の分布状況

対象事業実施区域及びその周辺の住宅の分布状況は、紙板の谷間の斜面と、小堀谷の丘

陵地に数件が立地している。また、長石には長石川に沿ったやや平坦地に十数件立地して

いる。 
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2.現地調査 

(1)調査項目 

①テレビジョン放送の受信状況 

②テレビジョン放送電波の状況 

(2)調査地域 

対象事業実施区域周辺 

(3)調査地点 

計画施設の高さ、テレビジョン放送電波の到来方向から想定される電波障害が生じる地

域や周辺の土地利用を考慮して３地点とした。 

調査地点は、図 5-11-1 に示すとおりである。 

(4)調査期間 

調査実施期間は、表 5-11-2 に示すとおりである。 

 

表 5-11-2 調査実施期間 

調査項目 実施期間 

電波障害 平成 28 年８月１日（月） 
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(5)調査方法 

①テレビジョン放送の受信状況

現地踏査（アンテナ等の確認）による方法

②テレビジョン放送電波の状況

電界強度測定車を用いた路上調査による方法

(6)調査結果 

①テレビジョン放送の受信状況

対象事業実施区域周辺において共同受信施設の範囲は、図 5-11-1 に示すとおり、阿多

古川沿いの上野地区、両島地区及び青谷地区の山岳の影響を受けた谷間の地区で設置され

ている。これらの地区では、浜松局からの電波の受信状況は山岳地形の影響を受けて良好

ではないと思われる。テレビ電波（地上デジタル放送）の品質評価の結果は表 5-11-3 に示

すとおりであり、№１及び№２で〇（正常に受信）であるが、上野地区の№３については、

いずれの局とも受信不能であった。 

表5-11-3 調査地点別の品質評価結果 

調査 

地点 

受信局名（浜松局） 

ＮＨＫ教育 ＮＨＫ総合 静岡放送 テレビ静岡 
静岡朝日 

テレビ 

静岡第一 

テレビ 

13ch 20ch 21ch 22ch 23ch 25ch 

№１ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

№２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

№３ × × × × × × 

注）映像確認基準 〇:良好に受信 △:ブロックノイズや画面フリーズが認められる｡ ×:受信不能 

②テレビジョン放送電波の状況

テレビ電波（地上デジタル放送）の品質評価及び端子電圧の結果は表 5-11-4 に示すと

おりである。電波強度（受信レベル）は、一般に 60dB（μV）以上で良好とされている。

端子電圧で示す電界強度は、№１及び№２では 67.2～74.2dB（μV）に対し、№３では 19.4

～20.2dB（μV）であった。 

表5-11-4 調査地点別の電波状況（電界強度）調査結果 
単位：dB（μV） 

調査 

地点 

受信局名（浜松局） 

ＮＨＫ教育 ＮＨＫ総合 静岡放送 テレビ静岡 
静岡朝日 

テレビ 

静岡第一 

テレビ 

13ch 20ch 21ch 22ch 23ch 25ch 

№１ 73.0 70.3 69.5 69.0 68.4 67.2 

№２ 74.2 71.7 71.1 70.3 69.3 68.2 

№３ 19.4 19.5 19.5 19.6 19.7 20.2 
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図 5-11-1 調査地点位置図（共同受信施設設置状況） 
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3.予測 

3-1.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の存在 

①予測項目 

施設の存在に伴うテレビジョンの電波障害の状況 

②予測地域及び予測地点 

調査地域と同様の地域 

③予測時期 

工事完了後 

④予測方法 

電波障害の理論式（図 5-11-2 参照）により、電波障害の範囲を予測する方法 

⑤予測結果 

計画施設による地上デジタル放送の受信障害予測範囲は図 5-11-3 に示すとおりである。 

地上デジタル放送の遮へい障害は敷地境界から北北東方向に最大距離約 100ｍの範囲に

生じると予測される。また、地上デジタル放送の反射障害は生じないと予測される。 
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【遮蔽障害の予測計算式】 

SL＝－20log10 {Ψ(xb1)＋Ψ(xb2)}＋ 
Ex2･

・

Ａ(1～4)・{1－Ψ(xb1)－Ψ(xb2)} 

2jsinθr 
 

SL ： 遮蔽損失（dB） 

Ψ(xb1) ： フレネル積分 

Ex2 ： 建造物頂部高と受信アンテナ高に対応する都市減衰の比率 
・

Ａ(1～4) ： 建造物上部からの到来波 
・

Ａ（1～4）＝{Ψ(xa1)＋
・

Ｒ1･
・

Ｒ2･Ψ(xa4)}･ejθr 

＋{
・

Ｒ1･Ψ(xa2)＋
・

Ｒ2･Ψ(xa3)}･e-jθr 

  
・

Ｒ1，
・

Ｒ2：送・受信点～建造物間の各大地反射係数 

θr ：  θr＝ 
2πh1e･h2e  

λ･ｄ 

    h1e：送信アンテナ実効高 

  h2e：受信アンテナ実効高 

なお、記号上の（・）はベクトルを意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「建造物障害予測技術（地上デジタル放送）」（NHK受信技術センター，平成15年） 

図5-11-2(1) 遮蔽障害の予測計算式及び模式図 
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【反射障害の予測計算式】 

D/U＝20log10( 
ED 

)D(θ)ANT 
EU 

＝D2－D1＋K(h0)＋Ku(h2)－K(h2)＋η＋D(θ)ANT 

＋20log10[ 
2S 

･ 
d1＋d2 

･ 
1 

2S1･2Su d ｜{1－Ψ(xa1)－Ψ(xc1)}{1－Ψ(xb1)－Ψ(xb2)}｜ 
 

D/U ： 希望波と妨害波の電界強度の比（dB） 
ED ： 希望波強度（V/m） 
EU ： 反射波強度（V/m） 
D(θ)ANT ： 受信アンテナ指向性（dB） 
D1 ： 受信方向の送信アンテナ指向性（dB） 
D2 ： 反射面方向の送信アンテナ指向性（dB） 
K(h0) ： 入射波に対する都市減衰量（dB） 
Ku(h2) ： 反射波に対する都市減衰量（dB） 
K(h2) ： 希望波に対する都市減衰（dB） 
h0 ： 反射面中心高（ｍ） 
h2 ： 受信アンテナ高（ｍ） 
η ： 反射面の反射損失（dB） 
2S ： 送信点から受信点までの伝搬路における位相合成率 
2S1 ： 送信点から反射板までの伝搬路における位相合成率 
2Su ： 反射板から受信点までの伝搬路における位相合成率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「建造物障害予測技術（地上デジタル放送）」（NHK受信技術センター，平成15年） 

図5-11-2(2) 反射障害の予測計算式及び模式図 
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図 5-11-3 受信障害予測範囲 
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4.評価

4-1.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設の存在 

①評価の手法

施設の存在に伴い発生する電波障害の影響が、事業者により実行可能な範囲内で、回避

又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正に

なされているかどうかを明らかにする。 

環境保全目標は、「周辺地域住民のテレビジョン電波の受信に支障を生じない程度であ

ること」とした。 

②環境保全措置

電波障害の影響を低減させるため、以下の環境保全措置を講じる。

・施設の実施設計においては、電波障害軽減のため、建物高さを可能な限り低く抑える

ように配慮する。 

・計画施設によって新たに電波障害が発生する事が、明らかになった場合は、共同受信

施設の設置、共同受信施設の移設及び改善等の適切な対策を実施する。 

③評価の結果

ａ環境への影響 

地上デジタル放送の遮へい障害は敷地境界から北北東方向に最大距離約 100ｍの範囲に

生じるが、反射障害は生じないと予測される。 

ｂ環境への負荷の回避又は低減に係る評価 

事業の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、施設の存在に伴う電波障害の

影響は低減される。 

ｃ環境保全に係る基準又は目標との整合性の検討 

計画施設の存在により、電波障害の範囲は対象事業実施区域周辺の民家までかからない

と予測される。 

以上より、施設の存在により周辺住民のテレビジョン電波の受信に支障を生じないと予

測されることから、環境保全目標が達成される。 
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5.12 その他 

1.地域交通

1-1.既存資料調査 

(1)調査項目 

交通量等の状況 

(2)調査地域 

対象事業実施区域周辺 

(3)調査方法 

静岡県及び浜松市の調査資料の収集、整理によった。 

(4)調査結果 

「第２章 対象事業実施区域及びその周辺の概況」の「2.3 地域の社会的状況に係る項目 

5.交通」（p.2-42～43）に示すとおりである。
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1-2.現地調査 

(1)調査項目 

①交通量 

②道路構造の状況 

③渋滞長及び滞留長（交差点部） 

④信号のサイクル長（交差点部） 

 

(2)調査地域 

対象事業実施区域周辺 

 

(3)調査地点 

調査地点は、工事用車両及び施設関連車両の主要な走行ルート上の断面６地点（№１～

№６）及び交差点部の１地点（№７）の計７地点とした。なお、№６は平成 31 年度以降に

国道 326 号バイパスが供用開始予定のため、調査は現道を対象とした。調査地点及び調査

項目は、表 5-12-1 及び図 5-12-1 に示すとおりである。 

 

表 5-12-1 調査地点及び調査項目 

調査地点 路線名 調査項目 

№１ 市道天竜小堀谷紙板線 

断面交通量、道路構造の状況 

№２ 市道天竜紙板線 

№３ 市道天竜長石線 

№４ 県道熊小松天竜川停車場線 

№５ 国道 362 号バイパス 

№６ 
国道 362 号バイパス 

（平成 31 年以降供用予定） 
断面交通量 

№７ 
国道 362 号バイパス 

（交差点部） 

方向別交通量、道路構造の状況 

渋滞長及び滞留長、信号のサイクル長 
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図 5-12-1 調査地点（地域交通） 
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(4)調査期間 

対象事業実施区域周辺における１年間を通して平均的な交通の状況を代表する時期及

び周辺の人と自然の触れ合いの活動の場の利用に伴い一般交通量が増加することが想定さ

れる夏季の計２回とした。調査時間は、工事用車両及び施設関連車両の走行時間帯（７時

～18 時）とした。 

調査実施期間は、表 5-12-2 に示すとおりである。 

 

表 5-12-2 調査実施期間 

調査項目 調査時期 実施期間 

交通量 

渋滞長及び滞留長（交差点部） 

信号のサイクル長（交差点部） 

平常時 平成27年11月11日(水)７:00～18:00 

夏 季 平成27年８月11日(火)７:00～18:00 

道路構造の状況 平成28年８月18日(木) 

 

(5)調査方法 

①交通量、道路構造の状況 

「5.1 大気環境 1.大気質 1-2.現地調査 1-2-2.沿道大気 (5)調査方法」に示すとおりで

ある。 

②渋滞長及び滞留長注） 

交差点部において、１時間毎に渋滞長及び滞留長の距離をメジャーで計測した。 

③信号のサイクル長 

交差点部において、１時間毎の信号のサイクル長をストップウォッチで計測した。 

  

注）滞留長：信号が赤から青に変わる瞬間における停止線から最後尾の車両までの距離 

渋滞長：赤から青に変わる瞬間における停止線から最後尾の車両までの距離 
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(6)調査結果 

①交通量 

ａ断面交通量 

各地点の断面交通量は、表 5-12-3 に示すとおりである。 

№１、№２は 17～26 台/11h を示した。№３は、平常時が 448 台/11h、夏季が 612 台/11h、

№４は平常時が 698 台/11h、夏季が 836 台/11h を示し、両地点とも夏季の交通量が多かっ

た。№５は、平常時が 3,990 台/11h、夏季が 3,833 台/11h、№６は平常時が 3,072 台/11h、

夏季が 2,978 台/11h を示し、両地点とも平常時の交通量が多かった。 

№１、№２を除く大型車混入率は、№５の平常時が 14.9％と最も高かった。 

№１、№２を除く交通量のピーク時間は、№３の夏季が 16～17 時、№４の夏季が 15～

16 時を示した。その他は、7～8 時を示した。 

 

表 5-12-3 断面交通量調査結果 

 
 

ｂ方向別交通量 

№７地点の方向別交通量は表 5-12-4 に、各断面の位置は図 5-12-2 に示すとおりである。 

国道 362 号バイパスに位置するＡ断面は、平常時が 6,041 台/11ｈ、夏季が 6,031 台/11

ｈ、Ｃ断面は平常時が 3,990 台/11ｈ、夏季が 3,833 台/11ｈを示し、両地点とも平常時の

交通量が多かった。県道熊小松天竜川停車場線に位置するＢ断面は、平常時が 1,116 台/11

ｈ、夏季が 1,472 台/11ｈ、Ｄ断面は平常時が 2,753 台/11ｈ、夏季が 3,070 台/11ｈを示し、

両地点とも夏季の交通量が多かった。 

大型 小型 二輪 計 時間帯 交通量

(台) (台) (台) (台) (％) (時) (台)

平常時 4 20 2 26 15.4 13～14 8

夏季 0 22 2 24 0.0 10～11 4

平常時 0 17 2 19 0.0 17～18 5

夏季 0 15 2 17 0.0
8～9

10～11
16～17

3

平常時 47 386 15 448 10.5 7～8 84

夏季 31 531 50 612 5.1 16～17 77

平常時 43 628 27 698 6.2 7～8 105

夏季 58 725 53 836 6.9 15～16 101

平常時 596 3,316 78 3,990 14.9 7～8 732

夏季 451 3,269 113 3,833 11.8 7～8 479

平常時 227 2,776 69 3,072 7.4 7～8 618

夏季 223 2,684 71 2,978 7.5 7～8 403

ピーク時間交通量

№1
市道

天竜小堀谷
紙板線

№4
県道

熊小松天竜
川停車場線

調査
地点

道路名
調査
時期

11時間交通量 大型車
混入率

№6
 国道362号
 バイパス
 (供用前）

№2
市道天竜
紙板線

№3
市道天竜
長石線

№5
 国道362号
 バイパス
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大型車混入率は、Ｃ断面の平常時が 14.9％と最も高かった。 

交通量のピーク時間は、Ａ断面、Ｃ断面が 7～8 時、Ｂ断面は平常時が 16～17 時、夏季

が 17～18 時、Ｄ断面が 17～18 時を示した。 

 

表 5-12-4 方向別交通量調査結果 

 

 

 

図 5-12-2 各断面の位置 

  

大型 小型 二輪 計 時間帯 交通量

(台) (台) (台) (台) (％) (時) (台)

平常時 844 5,089 108 6,041 14.0 7～8 983

夏季 714 5,114 203 6,031 11.8 7～8 711

平常時 50 1,040 26 1,116 4.5 16～17 121

夏季 57 1,366 49 1,472 3.9 17～18 172

平常時 596 3,316 78 3,990 14.9 7～8 731

夏季 451 3,269 113 3,833 11.8 7～8 479

平常時 292 2,413 48 2,753 10.6 17～18 300

夏季 310 2,651 109 3,070 10.1 17～18 334

Ａ

Ｂ

Ｃ

№7

Ｄ

ピーク時間交通量
調査
地点

断面
調査
時期

11時間交通量 大型車
混入率
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②道路構造の状況 

№１～№３、№５の道路構造の状況は、「1.大気質 1-2.現地調査 1-2-2.沿道大気 (6)

調査結果」に示すとおりである。注） 

№４の道路断面図は図 5-12-3 で示すとおり、２車線（西行き道路幅 2.3ｍ、東行道路幅

2.3ｍ）で、擦れ違い可能な道路幅となっている。 

№１～№３、№５及び№６の道路断面図は、「1.大気質 1-2.現地調査 1-2-2.沿道大気」

（前掲ｐ5-48 に示す）の図 5-1-14 に示すとおりである。 

 

 

図 5-12-3 各地点の道路断面図 

  

注）№１は沿道大気の調査地点 TD-1 と、№２は同 TD-2 と、№３は同 TD-3 と、№５は同 TD-4

と、№６は同 TD-5 と同じ道路構造である。 
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また、№７の各断面の状況は、図 5-12-4 に示すとおりである。 

 

 

図 5-12-4 各断面の状況 
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③渋滞長及び滞留長 

各断面の渋滞長及び滞留長の調査結果は、表 5-12-5 に示すとおりである。 

渋滞長は、各断面とも発生しなかった。平常時の滞留長は、Ａ断面で 14～49ｍ、Ｂ断面

で 7～32ｍ、Ｃ断面で 10～61ｍ、Ｄ断面で 9～44ｍ、夏季の滞留長は、Ａ断面で 5～9ｍ、

Ｂ断面で 4～23ｍ、Ｃ断面で 9～106ｍ、Ｄ断面で 4～15ｍであった。 

 

表 5-12-5 渋滞長及び滞留長 

 

 

 

④信号のサイクル長 

交差点の信号サイクル長は、表 5-12-6 に、信号の配置状況は図 5-12-5 に示すとおりで

ある。 

交差点の信号サイクル長は、80 秒と 85 秒の２パターンであった。 

 

 

  

単位：ｍ

Ａ断面 Ｂ断面 Ｃ断面 Ｄ断面

平常時 夏季 平常時 夏季 平常時 夏季 平常時 夏季

滞
留
長

渋
滞
長

滞
留
長

渋
滞
長

滞
留
長

渋
滞
長

滞
留
長

渋
滞
長

滞
留
長

渋
滞
長

滞
留
長

渋
滞
長

滞
留
長

渋
滞
長

滞
留
長

渋
滞
長

7:00 ～  8:00 27 0 5 0 12 0 4 0 32 0 11 0 38 0 8 0

8:00 ～  9:00 26 0 9 0 32 0 4 0 40 0 106 0 22 0 12 0

9:00 ～ 10:00 31 0 6 0 11 0 8 0 25 0 12 0 23 0 11 0

10:00 ～ 11:00 14 0 5 0 7 0 6 0 40 0 12 0 34 0 5 0

11:00 ～ 12:00 17 0 8 0 9 0 23 0 61 0 12 0 44 0 10 0

12:00 ～ 13:00 24 0 5 0 12 0 9 0 10 0 9 0 9 0 8 0

13:00 ～ 14:00 16 0 7 0 7 0 10 0 27 0 29 0 14 0 8 0

14:00 ～ 15:00 15 0 6 0 7 0 5 0 19 0 18 0 9 0 4 0

15:00 ～ 16:00 30 0 8 0 25 0 22 0 20 0 74 0 21 0 10 0

16:00 ～ 17:00 49 0 9 0 9 0 14 0 38 0 33 0 36 0 15 0

17:00 ～ 18:00 26 0 8 0 10 0 22 0 25 0 26 0 27 0 7 0
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表 5-12-6 信号のサイクル長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-5 信号配置状況 

単位：秒

2φ 4φ 計

35 5 4 3 3 20 6 3 3 3 85

35 5 4 3 3 20 6 3 3 3 85

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

31 5 4 3 3 19 6 3 3 3 80

35 5 4 3 3 20 6 3 3 3 85

A 黄 赤 赤

B 赤 黄 赤

a 青 点滅 赤 赤

b 赤 青 点滅 赤

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

赤

赤 赤

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

現示パターン 1φ 3φ

信号機種別

青 赤

赤 青

赤

西方向
東方向

南方向

北方向

西方向
東方向

南方向

北方向
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1-3.予測 

1-3-1.工事の実施 

(1)工事用車両の走行 

①予測項目 

工事用車両の走行に関する予測事項は表 5-12-7 に示すとおりである。 

 

表 5-12-7 予測事項（工事用車両の走行） 

予測の対象となる要因 予測項目 

工事用車両の走行 交通量、交差点需要率 

 

②予測地域及び予測地点 

 

ａ予測地域 

工事用車両の主要な走行ルートとした。 

ｂ予測地点 

ア 交通量 

現地調査地点（図 5-12-1 に示す№３～№５）とした。 

イ 交差点需要率 

現地調査地点（図 5-12-1 に示す№７）とした。 

 

③予測時期 

予測時期は、工事用車両の走行に伴う交通量の影響が最大となる時期とし、工事開始後

61 ヶ月目を設定した。 

 

④予測方法 

予測方法は、「道路の交通容量」（昭和 59 年、(社)日本道路協会）に規定される方法に

よった。 
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ａ交通量 

現状と予測時期における車両の混雑度を算出し、工事用車両による変化を予測した。 

 

ア 予測式 

予測式は、以下に示すとおりである。 

 

・道路の混雑度 

混雑度＝Q/C 

ここで、 

Q： 交通量（台/h） 

C： 道路の可能交通容量（ pcu注）/h） 

注）pcu：乗用車換算台数 

 

・可能交通容量 

C = CL×N 

CL = CB×γL×γC×γI×γT×γB 

ここで、 

CL： １車線あたりの可能交通容量（pcu/h/車線） 

N： 車線数（往復合計） 

CB： 基本交通容量（pcu/h） 

γL： 車線幅員による補正率 

γC： 側方余裕幅による補正率 

γI： 沿道状況による補正率 

γT： 大型車混入による補正率 

γB： 原動付き二輪車及び自転車の混入による補正率 

 

イ 予測条件 

ⅰ基本交通容量（CB） 

基本交通容量（CB）は、表 5-12-8 に示すとおりである。 

 

表 5-12-8 基本交通容量 

道路の種類 飽和交通流率（pcu/h） 

多車線道路（１車線あたり） 2,200 

２方向２車線道路 2,500 
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ⅱ車線幅員による補正率（γL） 

車線幅員による補正率（γL）は、表 5-12-9 に示すとおりである。 

 

表 5-12-9 車線幅員による補正率 

車線幅員（ｍ） 補正率 

3.25 以上 1.00 

3.00 0.94 

2.75 0.88 

2.50 0.82 

 

ⅲ側方余裕幅による補正率（γc） 

側方余裕幅による補正率（γc）は、表 5-12-10 に示すとおりである。 

 

表 5-12-10 側方余裕幅による補正率 

側方余裕幅 

（ｍ） 

補正率 

片側だけの不足 両側不足 

0.75 以上 1.00 1.00 

0.50 0.98 0.95 

0.25 0.95 0.91 

0.00 0.93 0.86 

 

ⅳ沿道状況による補正率（γI） 

沿道状況による補正率（γI）は、表 5-12-11 に示すとおりである。 

 

表 5-12-11 沿道状況による補正率 

市街化の程度 補正率 

市街化していない地域 0.975 

幾分市街化している地域 0.925 

市街化している地域 0.875 

  



5-12-14 

ⅴ大型車混入による補正率（γＴ） 

大型車混入による補正率（γＴ）は、次式により算出した。 

 

αT＝ 
100 

(100-T)+ET・Ｔ 

 

ここで 

αT ： 大型車混入による補正率 

ET ： 大型車の乗用車換算係数（＝2.0） 

T ： 大型車混入率（％） 

 

ⅵ原動付き二輪車及び自転車の混入による補正率（γB） 

原動付き二輪車及び自転車の混入による補正率（γB）は、次式により算出した。 

 

γB=
100

100+α∙PM+β∙PB
 

ここで、 

PM ： 動力付き二輪車の混入率（％） 

PB ： 自転車の混入率（％） 

α ： 動力付き二輪車の乗用車換算係数（地方部＝0.75、都市部＝0.50） 

β ： 自転車の乗用車換算係数（地方部＝0.50、都市部＝0.33） 
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ｂ交差点需要率 

予測時期における一般車両交通量に工事用車両を加えた交差点需要率の変化の程度等

を予測した。 

 

ア 予測式 

予測式は、以下に示すとおりである。 

 

・飽和交通流率 

SA＝SB×αW×αG×αT×αRT×αLT 

 

SA： 実際の車線の（可能）飽和交通流率（台/青１時間） 

SB： 飽和交通流率の基本値（台/青１時間） 

αW： 車線幅員による補正率 

αG： 縦断勾配による補正率 

αT： 大型車混入による補正率 

αRT： 右折車混入による補正率 

αLT： 左折車混入による補正率 
 

・正規化交通量 

（左折・直進車線） 

左折専用現示のない場合には、横断歩行者との交錯による補正を行う。このときの左折

の交通容量は、同じ現示中の横断歩行者信号の青時間と歩行者交通量に応じて、次式で与

えられる。 

左折車線の交通容量=Ｓ
LO
×

１-ｆ
p

×Ｇ
p
+ Ｇ-Ｇ

p

Ｃ
（台 ｈ） 

ここで、 

Ｓ
LO
=1800×αW×αG×αT（飽和交通流率）（台/青１時間） 

Ｃ ：信号周期長（ｓ） 

Ｇ ：有効青時間（ｓ） 

Ｇ  ：歩行者用青時間（ｓ）（Ｇ Ｇ） 

ｆ  ：横断歩行者によって、その青信号時間のうち、左折車の通行が低減する

割合（低減率）（ｆｐ＝0） 
 

横断歩行者による左折車の低減率ｆ は、左折車に対する横断歩行者による停

止確率を種々の条件下でシミュレーションにより分析した研究結果に基づく

ものである。調査箇所の横断歩道では、歩行者はほとんど通過しない事から

低減率は（＝0）とした。 
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（右折専用車線） 

右折専用現示がない場合には、右折車は対向交通流の間隙を縫って走行しなければなら

ないので、このときさばける右折交通量は、同じ現示で流れる対向直進車の交通量の影響

を受ける。右折専用車線の交通容量は、次式で表される。 

右折車線の交通容量=Ｓ
RO
×ｆ×

Ｓ∙Ｇ-ｑ∙Ｃ

Ｓ-ｑ
×

１

Ｃ
＋Ｋ×

3600

Ｃ
（台 ｈ） 

ここで、 

Ｓ ：対向流入部の飽和交通流率（台/青１時間） 

ｑ  ：対向直進交通量（台/ｈ） 

Ｃ ：サイクル長（ｓ） 

Ｇ ：有効青時間（ｓ） 

Ｋ ：信号現示が変るときにさばける右折車の台数（小交差点：２台、大交差点：３台） 

ｆ ：対向直進交通量がｑのとき右折車が通過できる確率で、表 5-12-12 で与えられ

る。 

 

表 5-12-12 右折車の通過可能な確率 

ｑ（台/ｈ） 0 200 400 600 800 1,000 

ｆ 1.00 0.81 0.65 0.54 0.45 0.37 

 

イ 予測条件 

ⅰ飽和交通流率の基本値（SB） 

飽和交通流率の基本値は、表 5-12-13 に示すとおりである。 

 

表 5-12-13 飽和交通流率の基本値 

車線の種類 飽和交通流率（pcu/青１時間） 

直進車線 2,000 

左折車線 1,800 

右折車線 1,800 
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ⅱ車線幅員による補正率（αW） 

車線幅員による補正率は、表 5-12-14 に示すとおりである。 

 

表 5-12-14 車線幅員による補正率 

車線幅員（ｍ） 補正率 

2.50～3.00 未満 0.95 注） 

3.00～3.50 1.00 

注）右折専用車線については、2.75ｍ以上は 1.00 とする。 

 

ⅲ縦断勾配による補正率（αG） 

縦断勾配による補正率は、表 5-12-15 に示すとおりである。 

 

表 5-12-15 縦断勾配による補正率 

縦断勾配

（％） 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

補正率 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

 

ⅳ大型車混入による補正率（γＴ） 

大型車混入による補正率（γＴ）は、次式により算出した。 

 

αT＝ 
100 

(100-T)+ET・Ｔ 

 

ここで 

αT ： 大型車混入による補正率 

ET ： 大型車の乗用車換算係数（＝1.7） 

T ： 大型車混入率（％） 
 

ⅴ右折車混入による補正率（αRT） 

右折車混入による補正率は、右折専用車線があることから、1.00 とした。 

 

ⅵ左折車混入による補正率（αLT） 

左折車混入による補正率は、表 5-12-16 に示すとおりである。 

 

表 5-12-16 左折車混入による補正率 

左折車の混入率

（％） 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

補正率 0.99 0.97 0.96 0.94 0.93 0.91 0.90 0.88 0.87 0.85 
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⑤予測結果 

ａ交通量 

工事用車両による混雑度は、表 5-12-17 に示すとおりである。各地点の混雑度は、現状

で 0.011～0.109、将来で 0.017～0.123 と予測される。混雑度の変化を各地点の増加分で

みると、0.004～0.019 の変化であり、将来も飽和(＝1.00)に達する地点はみられなかった。 

 

表 5-12-17 工事用車両による交通量の混雑度 

 

  

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

7:00 ～ 8:00 0.013 0.027 0.014 0.024 0.043 0.019 0.109 0.123 0.014

8:00 ～ 9:00 0.014 0.019 0.005 0.024 0.030 0.006 0.088 0.093 0.005

9:00 ～ 10:00 0.013 0.019 0.006 0.019 0.025 0.006 0.076 0.081 0.005

10:00 ～ 11:00 0.013 0.019 0.006 0.023 0.032 0.009 0.092 0.097 0.005

11:00 ～ 12:00 0.012 0.018 0.006 0.021 0.030 0.009 0.072 0.078 0.006

12:00 ～ 13:00 0.011 0.017 0.006 0.022 0.029 0.007 0.059 0.064 0.005

13:00 ～ 14:00 0.013 0.019 0.006 0.020 0.026 0.006 0.073 0.079 0.006

14:00 ～ 15:00 0.012 0.018 0.006 0.024 0.031 0.007 0.077 0.082 0.005

15:00 ～ 16:00 0.019 0.024 0.005 0.030 0.036 0.006 0.079 0.083 0.004

16:00 ～ 17:00 0.019 0.024 0.005 0.030 0.037 0.007 0.081 0.085 0.004

17:00 ～ 18:00 0.018 0.032 0.014 0.027 0.045 0.018 0.085 0.099 0.014

№３ №４ №5
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ｂ交差点需要率 

工事用車両による交差点需要率（飽和度）の変化は、表 5-12-18 に示すとおりである。

現状で 0.003～0.045、将来で 0.013～0.069 と予測される。飽和度の変化を各車線の増加

分でみると、0.000～0.030 の変化であり、将来も飽和(＝1.00)に達する車線はみられなか

った。 

表 5-12-18 工事用車両による交差点需要率の変化（№７） 

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

7:00 ～ 8:00 0.003 0.016 0.013 0.017 0.022 0.005

8:00 ～ 9:00 0.011 0.024 0.013 0.011 0.017 0.006

9:00 ～ 10:00 0.010 0.022 0.012 0.016 0.023 0.007

10:00 ～ 11:00 0.022 0.037 0.015 0.028 0.035 0.007

11:00 ～ 12:00 0.014 0.026 0.012 0.028 0.034 0.006

12:00 ～ 13:00 0.007 0.019 0.012 0.018 0.024 0.006

13:00 ～ 14:00 0.009 0.021 0.012 0.025 0.031 0.006

14:00 ～ 15:00 0.016 0.029 0.013 0.030 0.036 0.006

15:00 ～ 16:00 0.018 0.030 0.012 0.045 0.050 0.005

16:00 ～ 17:00 0.015 0.027 0.012 0.037 0.067 0.030

17:00 ～ 18:00 0.013 0.013 0.000 0.044 0.069 0.025

西行車線
【右折:Ｂ断面→Ａ断面】

南行車線
【直進：Ｂ断面→Ｄ断面】
【左折：Ｂ断面→Ｃ断面】
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1-3-2.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設関連車両の走行 

①予測項目 

施設関連車両の走行に関する予測事項は表 5-12-19 に示すとおりである。 

 

表 5-12-19 予測事項（施設関連車両の走行） 

予測の対象となる要因 予測項目 

施設関連車両の走行 交通量、交差点需要率 

 

②予測地域及び予測地点 

ａ予測地域 

施設関連車両の主要な走行ルートとした。 

ｂ予測地点 

ア 交通量 

現地調査地点（図 5-12-1 に示す№３～№５）とした。 

イ 交差点需要率 

現地調査地点（図 5-12-1 に示す№７）とした。 

 

③予測時期 

予測時期は、施設関連車両の走行状況が定常状態となる平成 36 年４月以降とした。 

 

④予測方法 

予測方法は、「2-3-1.工事の実施 (1)工事用車両の走行」と同様とした。 
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⑤予測結果 

ａ交通量 

施設関連車両の混雑度は、表 5-12-20 に示すとおりである。各地点の混雑度は、現状で

0.011～0.109、将来で 0.018～0.109 と予測される。混雑度の変化を各地点の増加分でみる

と、0.000～0.035 の変化であり、将来も飽和(＝1.00)に達する地点はみられなかった。 

 

表 5-12-20 施設関連車両による交通量の混雑度 

 

  

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

7:00 ～ 8:00 0.013 0.019 0.006 0.024 0.039 0.015 0.109 0.109 0.000

8:00 ～ 9:00 0.014 0.022 0.008 0.024 0.044 0.020 0.088 0.095 0.007

9:00 ～ 10:00 0.013 0.020 0.007 0.019 0.031 0.012 0.076 0.085 0.009

10:00 ～ 11:00 0.013 0.027 0.014 0.023 0.058 0.035 0.092 0.100 0.008

11:00 ～ 12:00 0.012 0.023 0.011 0.021 0.050 0.029 0.072 0.082 0.010

12:00 ～ 13:00 0.011 0.018 0.007 0.022 0.036 0.014 0.059 0.066 0.007

13:00 ～ 14:00 0.013 0.021 0.008 0.020 0.036 0.016 0.073 0.079 0.006

14:00 ～ 15:00 0.012 0.023 0.011 0.024 0.050 0.026 0.077 0.085 0.008

15:00 ～ 16:00 0.019 0.024 0.005 0.030 0.040 0.010 0.079 0.085 0.006

16:00 ～ 17:00 0.019 0.020 0.001 0.030 0.033 0.003 0.081 0.083 0.002

17:00 ～ 18:00 0.018 0.024 0.006 0.027 0.041 0.014 0.085 0.091 0.006

№３ №４ №5
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ｂ交差点需要率 

施設関連車両による交差点需要率（飽和度）の変化は、表 5-12-21 に示すとおりである。

現状で 0.003～0.130、将来で 0.014～0.146 と予測される。飽和度の変化を各車線の増加

分でみると、0.000～0.036 の変化であり、将来も飽和(＝1.00)に達する車線はみられなか

った。 

 

表 5-12-21 施設関連車両による交差点需要率の変化（№７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

現状
（a）

将来(b)
増加分
（b-a）

7:00 ～ 8:00 0.130 0.146 0.016 0.003 0.038 0.035 0.017 0.019 0.002 0.051 0.057 0.006

8:00 ～ 9:00 0.114 0.120 0.006 0.011 0.023 0.012 0.011 0.017 0.006 0.024 0.040 0.016

9:00 ～ 10:00 0.089 0.102 0.013 0.010 0.034 0.024 0.016 0.029 0.013 0.023 0.055 0.032

10:00 ～ 11:00 0.108 0.119 0.011 0.022 0.047 0.025 0.028 0.039 0.011 0.021 0.048 0.027

11:00 ～ 12:00 0.091 0.098 0.007 0.014 0.026 0.012 0.028 0.034 0.006 0.014 0.029 0.015

12:00 ～ 13:00 0.075 0.083 0.008 0.007 0.023 0.016 0.018 0.026 0.008 0.019 0.039 0.020

13:00 ～ 14:00 0.093 0.104 0.011 0.009 0.031 0.022 0.025 0.036 0.011 0.027 0.056 0.029

14:00 ～ 15:00 0.090 0.095 0.005 0.016 0.026 0.010 0.030 0.035 0.005 0.030 0.045 0.015

15:00 ～ 16:00 0.104 0.105 0.001 0.018 0.020 0.002 0.045 0.046 0.001 0.029 0.032 0.003

16:00 ～ 17:00 0.089 0.089 0.000 0.015 0.016 0.001 0.037 0.051 0.014 0.043 0.078 0.035

17:00 ～ 18:00 0.126 0.126 0.000 0.013 0.014 0.001 0.044 0.058 0.014 0.038 0.074 0.036

東行車線
【直進：Ａ断面→Ｃ断面】
【左折：Ａ断面→Ｂ断面】

西行車線
【右折:Ｃ断面→Ｂ断面】

南行車線
【直進：Ｂ断面→Ｄ断面】
【左折：Ｂ断面→Ｃ断面】

南行車線
【右折:Ｂ断面→Ａ断面】
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1-4.評価 

1-4-1.工事の実施 

(1)工事用車両の走行 

①評価の手法 

工事用車両の走行に伴い発生する交通量の影響が、事業者により実行可能な範囲内で、

回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかを明らかにする。 

環境保全目標は、地域交通として環境上の目標値は示されていないが、交通容量として

の指標である表 5-12-22 に示す混雑度と表 5-12-23 に示す飽和度と比較した。 

 

表 5-12-22 混雑度の比較表 

混雑度 交通状況の推定 

1.0 未満 

飽和時間０,Q/C〈1.0 

昼間 12 時間を通して、道路が混雑することなく円滑に走行できる。 

渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。 

1.0～1.25 

飽和時間はほとんどの区間で１～２時間以下。Q/C はほとんど区間で 1.0

以下。 

昼間 12 時間のうち道路が混雑する可能性のある時間帯が１～２時間（ピ

ーク時間）ある。何時間も混雑が連続するという可能性は非常に小さい。 

1.25～1.75 

飽和時間は０～12、Q/C>１の時間が 10～15％ 

ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速

度的に増加する可能性の高い状態。ピーク時のみの混雑から日中の連続

的混雑への過度状態と考えられる。 

1.75 以上 
飽和状態 0 がほとんどなくなる。Q/C>１の時間が 50％を超える。 

慢性的混雑状態を呈する。 

出典：「道路の交通容量」（昭和 59 年、（社）日本道路協会） 

 

表 5-12-23 飽和度の比較表 

飽和度 交通状況の推定 

1.0 以上 交差点の交通量を捌くことができない。 

0.9～1.0 信号処理の損失時間を考慮すれば、運用上好ましくない状態。 

0.9 以下 
交通量を捌くための限界の値。ただし、O.9 以下であれば必ず捌けることを

意味するものではない。 

出典：「改訂 平面交差の計画と設計 基礎編 第３版」（平成 25 年、（社）交通工学研究会） 
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②環境保全措置 

地域交通への影響を低減するため、以下の環境保全措置を講ずる。 

・工事用車両は速度や積載量等の交通規制を遵守する。 

・通勤通学時間帯は、工事用車両が集中しないよう搬入時間の分散化に努める。 

・適切な運行管理により、工事用車両の集中化を避けるよう努める。 

・運転手に対して交通ルール、運転マナーの遵守等による安全運転を図る。 

・工事用車両の過積載の防止を指導することにより、影響の低減に努める。 

 

③評価の結果 

ａ環境への影響 

工事用車両による混雑度をみると、将来も飽和に達する地点はみられなかった。また、

工事用車両による交差点需要率（飽和度）をみると、将来も飽和に達する車線はみられな

かった。 

ｂ環境への負荷の回避・低減に係る評価 

事業の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、工事用車両の走行による地域

交通への影響は低減される。 

ｃ環境保全に係る基準又は目標との整合性の検討 

予測した幹線ルート３地点と主要交差点の１箇所は、全時間帯で混雑度及び交差点の飽

和度とも 1.0 未満となっており、工事用車両の走行による地域交通への影響は、ほとんど

生じないものと評価される。 

以上より、環境保全措置の実施により、地域交通への影響が低減されると予測され、環

境保全目標が達成される。 
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1-4-2.土地又は構造物等の存在及び供用 

(1)施設関連車両の走行 

①評価の手法

施設関連車両の走行に伴い発生する交通量の影響が、事業者により実行可能な範囲内で、

回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかを明らかにする。 

環境保全目標は、地域交通として環境上の目標値は示されていないが、交通容量として

の指標である表 5-12-22 に示す混雑度と表 5-12-23 に示す飽和度と比較した。 

②環境保全措置

地域交通への影響を低減するため、以下の環境保全措置を講ずる。

・施設関連車両は速度や積載量等の交通規制を遵守する。

・通勤通学時間帯は、施設関連車両が集中しないよう搬入時間の分散化に努める。

・適切な運行管理により、施設関連車両の集中化を避けるよう努める。

・運転手に対して交通ルール、運転マナーの遵守等による安全運転を図る。

③評価の結果

ａ環境への影響 

施設関連車両による混雑度をみると、将来も飽和に達する地点はみられなかった。また、

施設関連車両による交差点需要率（飽和度）をみると、将来も飽和に達する車線はみられ

なかった。 

ｂ環境への負荷の回避・低減に係る評価 

事業の実施にあたり、環境保全措置を実施することから、施設関連車両の走行による地

域交通への影響は低減される。 

ｃ環境保全に係る基準又は目標との整合性の検討 

予測した幹線ルート３地点と主要交差点の１箇所は、全時間帯で混雑度及び交差点の飽

和度とも 1.0 未満となっており、施設関連車両の走行による地域交通への影響は、ほとん

ど生じないものと評価される。 

以上より、環境保全措置の実施により、地域交通への影響が低減されると予測され、環

境保全目標が達成される。 


	第５章 対象事業に係る環境影響評価の結果
	5.9 地球環境
	1.廃棄物等
	1-1.予測
	1-2.評価

	2.温室効果ガス
	2-1.予測
	2-2.評価


	5.10 日影及び光害
	1.日照阻害
	1-1.既存資料調査
	1-2.現地調査
	1-3.予測
	1-4.評価

	2.光害
	2-1.既存資料調査
	2-2.現地調査
	2-3.予測
	2-4.評価


	5.11 電波障害
	1.既存資料調査
	2.現地調査
	3.予測
	4.評価

	5.12 その他
	1.地域交通
	1-1.既存資料調査
	1-2.現地調査
	1-3.予測
	1-4.評価






